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舶事故調査報告書 

 

                              平成２６年１０月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年４月２５日 １０時３０分ごろ 

発生場所 関門港の関門航路 

 福岡県北九州市所在の部埼
へ さ き

灯台から真方位３２６°２,８７０ｍ付

近 

 （概位 北緯３３°５８.９′ 東経１３１°００.３′） 

事故調査の経過 平成２５年４月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 IRIS
アイリス

（大韓民国籍）、１,９６３トン 

   ８８１０５１６（ＩＭＯ番号）、THE CENTURY SHIPPING CO.,

LTD.（大韓民国） 

   ８３.６１ｍ×１３.００ｍ×７.４０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,６９２kＷ、１９８８年１０月１３日 

Ｂ 引船 竹
たけ

丸、３６.５５トン 

１０３８１９、日通商事株式会社（船舶所有者）、個人（船舶

借入人） 

１６.５ｍ（Lr）×４.３ｍ×２.１ｍ、鋼 

ディーゼル機関、２２０kＷ、昭和４３年９月 

Ｃ はしけ ＹＭ
ワイエム

４１３みつ丸、約１６４.００トン 

   なし、山松海運株式会社 

      ２７.６６ｍ×７.２６ｍ×３.７３ｍ、鋼 

      機関なし、昭和４８年建造 

Ｄ はしけ ＹＭ
ワイエム

５１２杉
すぎ

丸、約１４７.６３トン 

   なし、個人所有 

      ２８.０ｍ×７.０ｍ×３.７ｍ、鋼 

      機関なし、昭和４８年建造 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍） 男性 ６３歳 

   二級航海士（６,０００ｔ未満の商船限定）（大韓民国発給） 

    交付年月日 ２０１２年６月１５日 

          （２０１６年１２月３１日まで有効） 

Ｂ 操船者Ｂ 男性 ８２歳 
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六級海技士（航海）（旧就業範囲） 

    免 許 年 月 日 昭和３３年７月４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成１９年１１月２０日 

    平成２５年４月７日をもって失効していた。 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ なし 

Ｃ なし 

Ｄ 右舷船首部ブルワークに曲損及び擦過傷 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ、二等航海士Ａ、甲板手Ａ及び機関長Ａほか６人が

乗り組み、スクラップ約１,５５３ｔを積載し、先航船から約０.５海

里（Ｍ）の距離を隔て、関門航路東口から入航して北西進した。 

船長Ａは、船橋当直に就き、二等航海士Ａを見張りに、甲板手Ａを

操舵に、機関長Ａを機関操作にそれぞれ就け、関門航路入航前、関門

海峡海上交通センター（以下「関門マーチス」という。）から、関門

航路は、霧で視程が約１,０００ｍとなっている旨の情報提供を受け

ており、航海灯を表示し、手動で汽笛を吹鳴しながら北西進を続け

た。 

Ａ船は、徐々に視界が悪くなる状況下、関門航路第３７号灯浮標を

通過し、平成２５年４月２５日１０時２６分ごろ、関門マーチス及び

後続船から、相次いでＶＨＦ無線電話（以下「ＶＨＦ」という。）に

より、動向を問われ、二等航海士Ａがレーダーを離れて通信に対応し

ていた際、船長Ａは、先航船が遅く、本船が先航船に接近しているこ

とに気付き、機関長Ａにデッドスローを指示した。 

Ａ船は、徐々に速力を減じながら、関門航路第３５号灯浮標付近に

差し掛かり、視程が約１００ｍとなった頃、船長Ａが甲板手Ａにハー

ドポートを指示し、関門航路第３５号灯浮標の手前を約６ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で左転中、ＶＨＦ通信を終え

た二等航海士Ａが、船首方に視線を向け、Ａ船の左舷船首５°４０ｍ

付近に黒い物体を視認した直後、１０時３０分ごろＤ船と衝突した。

Ｂ船は、操船者Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、作業員１人が乗り組ん

だＤ船を右舷船尾方に、同じく作業員１人が乗り組んだＣ船を左舷船

尾方にして並列させ、いずれも約３５ｍのえい
．．

航索で引いた引船列

（以下「Ｂ船引船列」という。）を構成し、Ｃ船及びＤ船にジャンボ

タイヤ３２本を積み、操船者Ｂが、１０時１６分ごろ、携帯電話で関

門航路を横断する旨を関門マーチスに伝え、関門航路第３５号灯浮標

の西方に向け、約５kn の速力で航路の北側から航路に向けて南進し

た。 

操船者Ｂは、１０時２７分ごろ、関門マーチスから、関門航路内に

西航船が４～５隻存在するので、注意を要する旨の電話連絡を受け
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た。 

  操船者Ｂは、霧によって肉眼では確認できなかったものの、レーダ

ーの映像により、既にＢ船の船首を横切って関門航路を西進する１隻

及び左舷船首方０.５Ｍ以上離れた航路内を４隻の船舶が、北西進

し、接近していることを確認したが、まだ距離があるので、危険はな

いと思った。 

Ｂ船引船列は、関門航路第３５号灯浮標を左舷方に約０.２Ｍの距

離を隔てて通過し、航路内に入り、操船者Ｂが、左舷船首方から接近

する４隻をやり過ごそうとし、航路外に出ようとして左舵１５°を取

ったところ、右舷側の甲板上に出ていた甲板員Ｂから黒い物体が間近

に接近している旨の報告を受け、レーダー映像を見ても船舶は確認で

きなかったが、左舵一杯として左回頭中、１０時３０分ごろＤ船とＡ

船が衝突した。 

操船者Ｂは、衝突した船舶が衝突前にレーダー映像で認めていた４

隻のいずれでもないと思った。 

Ａ船及びＢ船引船列は、本事故後、海上保安庁の指示を受け、Ａ船

は関門港門司区に錨泊し、Ｂ船引船列は関門航路第３５号灯浮標北側

の航路外で待機して事後の措置に当たった。 

（付図１  Ａ船及びＡ船に先航していた船舶のＡＩＳ航跡及び操船者

Ｂの口述に基づく事故発生経過概略図  参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 霧、風向 南南東、風力  １、視程 約１００ｍ 

海象：潮汐 下げ潮の中央期 

  山口県下関には、０１時３０分に、福岡県北九州・遠賀
お ん が

地区には、

０３時５５分にそれぞれ濃霧注意報が発表され、本事故当時は継続中

であった。 

  関門マーチスは、０６時３０分に関門海峡南東海域の視程が１,０

００ｍ以下になっている旨の、また、０８時００分に関門海峡南東海

域及び関門航路東部海域の視程が１,０００ｍ以下になっている旨の

情報提供をそれぞれ行っていた。 

 その他の事項 

 

Ａ船は、月間平均２～３回の頻度で関門航路を通航（往復）してい

た。 

Ａ船は、狭水道を通航する際、船長が操船指揮を執り、航海士に見

張りを、機関長に機関操作を、甲板手に操舵をそれぞれ行わせる４人

体制とすることが常態であった。 

船長Ａは、レーダーを１.５Ｍレンジとして使用していたが、先航

船との接近に注意を向けていた。 

二等航海士Ａは、レーダーを０.７５Ｍレンジとして使用してい

た。 

Ｂ船引船列は、航海灯を表示していなかった。 

操船者Ｂは、約６０年間、関門航路を横断し、関門港長府区と関門
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港田野浦区とを往復する引船業務の経験があった。 

操船者Ｂは、レーダーを２Ｍレンジとし、関門港長府区から関門港

田野浦区までが画面に表示されるようにしていた。 

操船者Ｂは、操舵室左右の扉を開放していたが、左舷方向からの汽

笛は聞こえなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ  あり、Ｂ  あり 

Ａ  なし、Ｂ  なし 

Ａ  あり、Ｂ  あり 

Ａ船は、視界制限状態にある関門航路第３５号灯浮標付近の関門航

路を北西進中、船長Ａが、先航船との接近に注意を向けていたことか

ら、Ｂ船引船列に気付かず、Ｄ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船引船列は、視界制限状態にある関門航路第３５号灯浮標付近の

関門航路を南進中、操船者Ｂが、レーダー映像で認めていた航路内を

北西進する左舷船首方の４隻の船舶を通過させようとし、航路外に出

ようとして左舵１５°を取ったところ、先頭の船舶に続航していたＡ

船の映像を見落としていたことから、Ｄ船とＡ船とが衝突したものと

考えられる。 

操船者Ｂが、レーダー映像で認めていた航路内を北西進する左舷船

首方の４隻の船舶のうち先頭の船舶は、本事故時、既にＢ船の船首方

を通過していたものと考えられる。 

Ｂ船の船舶借入人は、操船者Ｂの海技免状が失効していたことか

ら、有効な海技免状を受有する海技士をＢ船の船長として乗り組ませ

なければならなかった。 

原因 本事故は、視界制限状態にある関門航路第３５号灯浮標付近の関門

航路において、Ａ船が北西進中、Ｂ船引船列が南進中、船長Ａが先航

船との接近に注意を向けており、また、操船者Ｂが、レーダー映像で

認めていた航路内を北西進する左舷船首方の４隻の船舶を通過させよ

うとし、航路外に出ようとして左舵１５°を取ったところ、先頭の船

舶に続航していたＡ船の映像を見落としていたため、Ａ船とＤ船とが

衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・見張りを適切に行うこと。 

・レーダーは、状況に応じて適切なレンジに切り替えること。 

・視界制限状態においては、昼間でも法定灯火を表示すること。 



 

付図１  Ａ船及びＡ船に先航していた船舶のＡＩＳ航跡及び操船者Ｂの口述に基づく事故発生経過概略図 
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    事故発生場所 

（平成２５年４月２５日  １０時３０分ごろ発生） 
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